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お知らせ 11 月

お お し ま 警

察

署

だ

よ

り

みんなで　つくろう　安心大島

催
し

も
う
す
ぐ
お
正
月

ミ
ニ
門
松
づ
く
り

参
加
者
募
集

　

親
子
で
の
参
加
、
大
歓
迎
！

■
日
時
／

　

12
月
22
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

※
午
後
１
時
か
ら
受
付

■
場
所
／

　

周
防
大
島
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

　
（
平
野
）

■
対
象
／

　

町
内
外
を
問
わ
ず
、
ど
な
た
で

　

も
参
加
で
き
ま
す
。

■
募
集
人
数
／
30
人
（
先
着
順
）

■
参
加
費
／

　

１
人
３
０
０
円

　
（
中
学
生
以
下
は
無
料
）

■
持
っ
て
く
る
も
の
／

　

剪
定
ば
さ
み
（
そ
の
他
の
材
料
・

　

道
具
は
す
べ
て
用
意
し
ま
す
。）

※
直
径
10
セ
ン
チ
程
度
の
竹
を
ノ

コ
ギ
リ
で
切
る
作
業
が
あ
り
ま
す

の
で
、
動
き
や
す
い
服
装
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
先
／

　

周
防
大
島
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
‐
２
５
１
４

芝
生
化
講
演
会

こ
こ
が
ヘ
ン
だ
よ
！

日
本
の
ス
ポ
ー
ツ

■
日
時
／
12
月
1
日
㈯

　

午
後
２
時
30
分
〜
４
時
30
分

■
場
所
／

　

し
ま
と
ぴ
あ
ス
カ
イ
セ
ン
タ
ー

　

ホ
ー
ル

■
内
容
／

①
講
演
「
こ
こ
が
ヘ
ン
だ
よ
日
本

の
ス
ポ
ー
ツ
！
」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

グ
リ
ー
ン
ス
ポ
ー
ツ

鳥
取　

ニ
ー
ル
・
ス
ミ
ス　

さ
ん

②
コ
コ
カ
ラ
で
の
現
状
と
今
後
の

取
り
組
み
（
報
告
）

■
対
象
／

　

保
育
園
・
小
学
校
・
中
学
校
の

　

先
生
方
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
指

　

導
者
や
保
護
者
の
方
々
、
そ
の

　

他
地
域
の
皆
様
ど
な
た
で
も
興

　

味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
越
し
く

　

だ
さ
い
。

■
そ
の
他
／
参
加
無
料

■
問
い
合
わ
せ
／

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ

　

健
究
会　

事
務
局

☎
０
８
０
（
１
９
１
９
）
１
８
５
７

電
子
申
告
説
明
研
修
会

■
開
催
日
／

　

11
月
21
日
㈬

　

午
後
３
時
10
分
か
ら

■
場
所
／

　

八
幡
生
涯
学
習
の
む
ら

　

学
び
の
間
（
周
防
大
島
町
久
賀
）

■
内
容
／

　

電
子
申
告
の
説
明
と
パ
ソ
コ
ン

　

使
用
に
よ
る
操
作
研
修

・
定
員　

30
名
程
度

■
問
い
合
わ
せ
／

　

柳
井
税
務
署　

総
務
課

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
０
２
７
７

第
２
回

お
し
ゃ
べ
り
コ
ン
サ
ー
ト　

　

昨
年
９
月
の
第
１
回
コ
ン
サ
ー

ト
に
続
き
、
名
古
屋
音
大
教
授
・

学
部
長
田
中
省
三
さ
ん
の
テ
ノ
ー

ル
と
女
性
ソ
プ
ラ
ノ
の
声
楽
家
２

人
で
つ
く
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
リ
ー

ベ
が
、
懐
か
し
い
唱
歌
や
童
謡
を

楽
し
い
解
説
付
き
で
歌
い
ま
す
。

ま
た
ゲ
ス
ト
出
演
の
白
鳥
ち
あ
き

さ
ん
の
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
も
お
楽
し

み
。

■
主
催
／
周
防
大
島
文
化
振
興
会

■
後
援
／

　

周
防
大
島
町
教
育
委
員
会

■
日
時
／
12
月
16
日
㈰

　

午
後
6
時
か
ら

■
場
所
／
久
賀
総
合
セ
ン
タ
ー

　
（
入
場
無
料
）

■
問
い
合
わ
せ
／
久
賀
教
育
支
所

☎
７
２
‐
２
２
７
１

　

落
と
し
物
な
ど
の
扱
い
が
変
わ
り
ま
す
！

◎
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

○
落
と
し
物
・
忘
れ
物
を
し
た
場
合

　

最
寄
り
の
警
察
署
、
交
番
、
駐
在
所
に
遺
失
届
け
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

○
落
と
し
物
・
忘
れ
物
を
拾
っ
た
場
合

　

拾
っ
た
場
所
が
駅
や
店
舗
な
ど
の
施
設
内
の
場
合
は
、
そ

の
施
設
に
届
け
て
く
だ
さ
い
。
路
上
な
ど
施
設
以
外
で
拾
っ

た
場
合
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
、
交
番
、
駐
在
所
に
届
け
て

く
だ
さ
い
。

　

落
と
し
物
や
忘
れ
物
の
取
扱
い
方
法
を
定
め
た
遺
失
物
法

が
全
面
改
正
さ
れ
、
今
年
、
12
月
10
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

改
正
遺
失
物
法
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

○
落
と
し
物
や
忘
れ
物
の
保
管
期
間
が
３
か
月
に
短
縮
さ
れ

ま
す
。

○
落
と
し
物
や
忘
れ
物
の
情
報
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表

さ
れ
ま
す
。

○
携
帯
電
話
や
カ
ー
ド
類
な
ど
個
人
情
報
が
入
っ
た
物
は
、

拾
っ
た
人
が
所
有
権
を
取
得
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
傘
や
衣
類
な
ど
大
量
安
価
な
物
等
は
、
２
週
間
以
内
に
落

と
し
主
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
売
却
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

○
動
物
愛
護
法
に
よ
る
引
取
の
対
象
と
な
っ
た
犬
や
ね
こ
は
、

遺
失
物
法
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
大
島
警
察
署
ま
で

☎
７
２
‐
０
１
１
０　


